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１．はじめに
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介護人材の確保が喫緊の課題とされる中で、介護現場の負担軽減や職場環境の改善は重要で
あり、厚生労働省において様々な取組が行われてきています。
そういった取組の一環として、厚生労働省において、令和元年度に調査研究事業を実施し、居宅

介護支援事業所と介護サービス事業所の間で毎月やり取りされるケアプランのうち、サービス提供票
（予定・実績）をデータ連携するための標準仕様を作成し、公開しました。標準仕様を活用して
データ連携をすることで、介護事業所の文書作成に要する負担が大幅に軽減されることが期待され
ています。
さらに、調査研究結果を踏まえ、安全な環境で効果的にデータ連携を可能とするため、「ケアプラン

データ連携システム」の構築を行うこととし、令和２年度より調整を進めてきました。このシステムの構
築・運用は、厚生労働省からの依頼により、国民健康保険中央会が行うことになりました。

※令和4年5月19日、岸田首相は都内の通所介護事業所を視察
し、介護現場の職員と意見交換を行いました。その後の記者会で、
「職員の負担軽減や介護サービスの質の向上のためにICTを活用す
るという視点が大変重要」と強調し、事業所同士がケアプランのやり
取りをクラウド上で行う為の情報連携基盤である「ケアプランデータ連
携システム」を今年度中に整備すると説明しました。

※首相官邸HP 「介護現場の職員との車座対話等についての会見」より



■業務の効率化

２．システム活用による効果（1/2）

【期待できる削減効果例】
・利用者支援にかける時間増・データ管理による文書量削減

・ケアの質の向上

【データ連携後のイメージ】【現状】

・転記誤りの削減
・記載時間の削減

・介護従業者の負担軽減

【効率化による相乗効果例】
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本システム範囲

（※）介護給付を請求
する機能は、介護ソフト
の機能となります。

（※）

（※）

居宅介護支援事業所Ａ

介護サービス事業所B

ケアプラン

サービス提供票（実績）
（第6表、第7表）

実績入力・集約

ケアプランデータ連携システム

データ受信・取込

データ作成・送信 データ受信・取込

実績自動反映

データ作成・送信

報酬請求
標準仕様データ

●サービス提供票(予定）
（第6表、第7表）

●居宅サービス計画書
（第1表、第2表）

「標準仕様」
（データ交換するための形式等の標準的な規約）

転記ミスがなく、返戻の
リスクが大幅に軽減。事
務負担軽減・効率化

居宅介護支援事業所Ａ

手書き／印刷

介護サービス事業所B

ケアプラン

実績手入力（転記）

報酬請求

Miss

Miss

Miss

Miss

Miss

返戻

返戻サービス提供票（実績）
（第6表、第7表）

手書き／印刷

実績手入力（転記）

サービスの実績を手入力す
るため、かかる手間が大きく、
転記ミスが起こり請求が返
戻されるリスクが高く、事務
負担大

●サービス提供票(予定）
（第6表、第7表）

●居宅サービス計画書
（第1表、第2表）



■費用効果

２．システム活用による効果（2/2）

【期待できる効果例】
事業所がケアプランを送付するため
に掛かる費用の削減が見込まれま
す。
・人件費の削減
・印刷費の削減
・郵送費の削減
・交通費の削減
・通信費（FAX）の削減

（人件費削減を考慮した場合）
約81万6千円/年の削減

(人件費削減を考慮しない場合)
約7万2千円/年の削減

※ケアプラン連携効果の推計（人件費削減を考慮した場合） ※ケアプラン連携効果の推計（人件費削減を考慮しない場合）

※調査研究のアンケート結果から試算した全国
平均の見込み金額あり、削減費を確約するも
のではありません。

【コスト削減による相乗効果】
・介護人材の新規確保
・介護人材の定着率向上
・事業所環境の維持費、
改善費の割当額の増加
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令和２年度老人保健健康促進事業「介護分野の生産向上に向けたICTの更なる活用に関する調査研究」より抜粋

※１ヶ月あたり約6万8千円 ×12ヵ月

※１ヶ月あたり約6千円 ×12ヵ月



３．全体概要
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ケアプランデータ連携システムは、介護事業所に設置される「ケアプランデータ連携クライアント」
と運用センターに設置される「ケアプランデータ連携基盤」から構成されます。

介護事業所の利用者は、「ケアプランデータ連携クライアント」からインターネット回線を経由し、
「ケアプランデータ連携基盤」を通して事業所間のケアプランデータのやり取りを行います。

【全体概要図】

• インターネット請求で実績のあるセキュアな通信方式を採用し、安心、安全を提供
• インターネット請求で使用するユーザID、パスワード等の活用により、本システム利用にかかる

事務手続きを簡便化



４．利用準備フロー（1/2）
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４．利用準備フロー（2/2）
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介護事業所のパソコンの運用形態に合わせた電子証明書のインストールが必要となります。以下に基本
的なパターンを示します（その他の事例については以下を参考にご対応ください）。

パターン インストール方法

「電子請求受付システム」の証明書が、ご利用予定の PC にインストール済みの場
合

⇒ 証明書のインストールは不要

「電子請求受付システム」の証明書が、「ケアプランデータ連携システム」アプリをイン
ストールする PC と異なる PC にインストール済みの場合

⇒ 証明書を再ダウンロード・インストール 「介護電子請求受付システム操作マ
ニュアル（事業所編）」の「介護保険証明書を再度ダウンロード・インストール」の章
を参照

「電子請求受付システム」を利用していない場合、あるいは代理請求で電子証明
書を取得されていない場合

⇒ 請求委任事業所用ケアプラン証明書をインストール 「介護電子請求受付シ
ステム操作マニュアル（事業所編）」の「請求委任事業所用ケアプラン証明書の
取得・更新」の章 を参照

再インストール



５．ケアプランデータ連携システムの業務フローについて（1/2）

【居宅介護支援事業所】
① 介護ソフトにてケアプランデータ予定ファイルを作成、CSVファイルとして出力（保存）します。
② 出力（保存）したケアプランデータ予定ファイルをデータ連携クライアントにアップロードします。

（※出力したCSVファイル（1表,2表,6表,7表）の他、PDFファイル（3表等）のアップロードが可能です。）
③ ケアプランデータ連携クライアントからケアプランデータ連携基盤へ送信します。（※電子証明書は自動で付与されます。）

【介護サービス事業所】
④ ケアプアンデータ連携クライアントを操作し、最新情報を確認し、ケアプランデータ連携基盤から受信します。

（※ケアプランデータ連携基盤からケアプランデータ連携クライアントの通信は暗号化されて通信が行われます。）
⑤ ケアプランデータ連携クライアントからケアプランデータ予定ファイルをダウンロードします。
⑥ ダウンロードしたケアプランデータ予定ファイルを介護ソフトに取り込み確認をします。

居宅介護支援事業所

ケアプランデータ
連携基盤

ケアプランデータ連
携クライアント

介護ソフトケアマネジャー
ファイル
出力

ファイル
アップロード

ケアプランデータ

①

③ 介護サービス事業所

ケアプランデータ連
携クライアント

ファイル
ダウンロード

⑤

介護サービス事業所

ケアプランデータ
連携クライアント

介護サービス事業所

ケアプランデータ
連携クライアント

介護ソフトファイル
取込

⑥

介護ソフト

介護ソフト

本システム範囲

④
暗号化電子証明書を付与

【ケアプランデータ（予定）の連携 業務フロー図】

②
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５．ケアプランデータ連携システムの業務フローについて（2/2）

【介護サービス事業所】
⑦ 介護ソフトにケアプランに基づく実績を入力後、ケアプランデータ実績ファイルをCSVファイルとして出力（保存）します。
⑧ 出力（保存）したケアプランデータ実績ファイルをケアプランデータ連携クライアントにアップロード します。
⑨ ケアプランデータ連携クライアントからケアプランデータ連携基盤へ送信します。（ ※電子証明書は自動で付与されます。）

【居宅介護支援事業所】
⑩ ケアプランデータ連携クライアントを操作し、最新情報を確認し、ケアプランデータ連携基盤から受信します。

（※ケアプランデータ連携基盤からケアプランデータ連携クライアントの通信は暗号化されて通信が行われます。）

⑪ ケアプランデータ連携クライアントからケアプランデータ実績ファイルをダウンロードします。
⑫ ダウンロードしたケアプランデータ実績ファイルを介護ソフトに取り込み確認をします。

居宅介護支援事業所

ケアプランデータ
連携基盤

ケアプランデータ連
携クライアント

介護ソフト ケアプランデータ

ファイル
ダウンロード

⑩

⑪

⑨

介護サービス事業所

ケアプランデータ
連携クライアント

ファイル
アップロード

⑧

介護サービス事業所

ケアプランデータ連
携クライアント

介護サービス事業所

ケアプランデータ
連携クライアント

介護ソフトファイル
出力

⑦

介護ソフト

介護ソフト

本システム範囲

⑫

ファイル
取込

【ケアプランデータ（実績）の連携 業務フロー図】

電子証明書を付与暗号化

ケアマネジャー
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６．料金について
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■ケアプランデータ連携システムの料金について

・１事業所あたり（1事業所番号ごと）のライセンス料は年間21,000円（消費税込み）

・ライセンスの有効期間 1年間 （申込日から起算して1年間）

・支払方法は、電子請求の証明書発行手数料と同様、国保連合会に請求する介護給付費か
らの差引となりますが、請求書送付による口座振り込みにも対応いたします。

Q 複数の介護事業所を運営している場合はどのようになるか?

A 複数事業所を運営している場合であっても、1事業所番号あたり21,000円が必要となります。

Q 複数年を利用する場合、例えば3年間利用する時の料金はどのようになるか?

A 利用期間については、1年間ごとの契約となります。

3年間ご利用いただく場合は、21,000円×3＝63,000円となります。



７．サポート体制等
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〇ケアプランデータ連携システムに関する
資料や動画も掲載

〇アプリのダウンロードや、システム利用
申請へのリンクを掲載

〇問合せフォームを設置しメール受付も
開始

〇コールセンターの電話番号を掲載し、
電話での問い合わせも対応します。

https://www.careplan-renkei-support.jp/

稼働日 ：月～金（土日祝日・年末年始（12/29～1/3）が休日体制）
電話受付時間 ：9：00～17：00
受付電話番号 ：0120-584-708 フリーダイヤル（通話無料）

ヘルプデスク（コールセンター）

サポートサイト

事業所向けのサポートサイトを開設しました。メールでの問合せに対応するとともに、コールセンター
を設置し、事業所から直接電話での対応します。



第ニ部

ケアプランデータ連携システムの機能について
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１．ケアプランデータ連携システムの全体概要

・ケアプランデータ連携システムは介護ソフトから出力したケアプランデータのCSVファイル等をケア

プラン連携クライアントソフト間でやり取りを行うシステムとなります。

・標準仕様IFに則したケアプランデータであれば利用可能
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居宅介護支援事業所

介護ソフト

ケアマネジャー

出力

ケアプラン
データ

ケアプランデータ
連携クライアント

居宅介護支援事業所

介護ソフト

ケアマネジャー
取り込み

ケアプラン
データ

ケアプランデータ連
携クライアント

ケアプランデータ
連 携 基 盤電子証明書

付与

ダウン
ロード

介護ソフトケアプランデータ
連携クライアント

アップ
ロード

暗号化
取り込み

ダウン
ロード

ケアプランデータ
連 携 基 盤

暗号化

介護サービス事業所

アップ
ロード

介護ソフトケアプランデータ
連携クライアント

出力
電子証明書

付与

ケアプラン(予定)

ケアプラン(実績)

ケアプランデータ
W e b サ イ ト

本システム範囲

電子請求受付システム

サポートサイト
ケアプランデータ連携クライアントのダウンロード

本システム用電子証明書の発行申請、ダウンロード

本システムの利用申請

介護サービス事業所

ケアプランデータ連携クライアントのダウンロード

本システム用電子証明書の発行申請、ダウンロード

本システムの利用申請

・連携されたCSVファイル等を介護ソフトに取り込む必要があります。

・本システムではケアプラン（予定）と（実績）の突合や修正は行うことはできません。

注意点



２．ケアプランデータ連携システムの全体の流れ

・ケアプランデータ連携システムの作業の流れは、図のとおりです。
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②介護ソフトにて予定を作成、予定の CSV ファイル出力

③予定の CSV ファイルを連携システムで送信 ④予定の CSV ファイルを連携システムで受信

⑤予定の CSV ファイルを介護ソフトに取り込み

⑥実績を入力、実績の CSV ファイル出力

⑦実績の CSV ファイルを連携システムで送信⑧実績の CSV ファイルを連携システムで受信

⑨実績の CSV ファイルを介護ソフトに取り込み、確認

居宅介護支援事業所での操作手順 介護サービス事業所での操作手順

①連携クライアントソフトにログイン ①連携クライアントソフトにログイン

⑩連携クライアントソフトからログアウト ⑩連携クライアントソフトからログアウト



３．利用状況に応じた画面操作イメージ

ケアプランデータ連携システムのユースケース

１．利用を開始する場合

２．ケアプランデータを送信する場合

３．ケアプランデータを受信する場合
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３－１．利用を開始する場合（1/3）

システムを利用するために必要な準備として以下の対応が必要になります。

① システムの利用規約等を一読のうえ、利用申請に同意する

② ケアプランデータ連携クライアントソフトをダウンロードし、PCにインストールする

（※お使いの介護ソフトがインストールされているPCへのインストールが可能である想定）

③ 電子証明書を発行申請し、インストールする

（※電子請求の電子証明書をお持ちではない場合のみ対応）
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居宅介護支援事業所

/介護サービス事業所

ケアマネジャー

ケアプランデータ
W e b サ イ ト

電子請求受付システム

サポートサイト

ケアプランデータ連携クライアントのダウンロード

本システム用電子証明書の発行申請、ダウンロード

本システムの利用申請

②

③

①

次ページにて説明



３－１．利用を開始する場合（2/3）
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居宅介護支援事業所

/介護サービス事業所

ケアマネジャー

ご利用のPCから、ケアプランデータ連携
システムのWebサイト
（https://www.careplan-renkei.jp）にアク
セスします。

電子請求受付システムにログインするため
のユーザIDおよびパスワードを入力後、「ロ

グイン」ボタンをクリックし、トップページにア
クセスします。

１ ２

（Webサイト）

ケアプランデータ連携システムの利用申請をするために、以下の操作を行います。



３－１．利用を開始する場合（3/3）
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ユーザID：KJXXXXXXXXXXXX

利用申請可能です。

「申請」ボタンをクリックし、
利用規約同意ページにアクセスします。

利用規約等について、スクロールして最後
まで読み、「利用規約に同意する」ボタンを
クリックすることで、本システムのライセン
スが付与され、利用することが可能になり
ます。

※利用規約に同意した後、ライセンス画面へアクセスすることで、
ライセンスの有効期限、ライセンス料の支払い状況を確認することが可能です。

3

4

（前ページからの続き）

（注意）ライセンス料の支払方法を、請
求書送付による口座振り込みにした
い場合は、国保連合会に支払方法の
変更の連絡が必要になります。



３－２．ケアプランデータを送信する場合（1/9）
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②介護ソフトにて予定を作成、予定の CSV ファイル出力

③予定の CSV ファイルを連携システムで送信 ④予定の CSV ファイルを連携システムで受信

⑤予定の CSV ファイルを介護ソフトに取り込み

⑥実績を入力、実績の CSV ファイル出力

⑦実績の CSV ファイルを連携システムで送信⑧実績の CSV ファイルを連携システムで受信

⑨実績の CSV ファイルを介護ソフトに取り込み、確認

居宅介護支援事業所での操作手順 介護サービス事業所での操作手順

①連携クライアントソフトにログイン ①連携クライアントソフトにログイン

⑩連携クライアントソフトからログアウト ⑩連携クライアントソフトからログアウト

介護事業所でお使いの介護ソフトからケアプランデータを CSV 形式のファイルとして出力します。



22

アプリのトップ画面

ケアプランデータ連携システムにログイン方法

デスクトップのショートカットをダ
ブルクリックする

個人 ID と個人 ID のパスワードで
ログインする

1

2

３－２．ケアプランデータを送信する場合（2/9）



３－２．ケアプランデータを送信する場合（3/9）
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②介護ソフトにて予定を作成、予定の CSV ファイル出力

③予定の CSV ファイルを連携システムで送信 ④予定の CSV ファイルを連携システムで受信

⑤予定の CSV ファイルを介護ソフトに取り込み

⑥実績を入力、実績の CSV ファイル出力

⑦実績の CSV ファイルを連携システムで送信⑧実績の CSV ファイルを連携システムで受信

⑨実績の CSV ファイルを介護ソフトに取り込み、確認

居宅介護支援事業所での操作手順 介護サービス事業所での操作手順

①連携クライアントソフトにログイン ①連携クライアントソフトにログイン

⑩連携クライアントソフトからログアウト ⑩連携クライアントソフトからログアウト

介護ソフトから出力したケアプランデータを送信します。



３－２．ケアプランデータを送信する場合（4/9）
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相手先事業所に送信したい第1,2,6,7表のCSV
ファイルや3表等のPDFファイルをドラッグ＆ド
ロップし、画面に追加します。
（送信先事業所番号はCSVファイルを追加する
ことで自動的に入力されます）

1

「送信」ボタンをクリックし、送
信確認画面を表示します。

なお、画面にファイルを追加し
ている途中に業務等で一時
的に離席する場合は「一時保
存」ボタンをクリックすることで、
保存することができます。

3

「メッセージ」欄に相手先事業
所に伝えたい内容を入力する
ことができます。
（FAXの頭紙に記載していた内
容等）

2

「OK」ボタンをクリックすることで、相手先事

業所にケアプランデータ等のファイルを送
信します。

4

ケアプランを一か所の介護事業所に送信する場合

事業所ユーザのユーザID（KJ から始まる
14 桁のID）とパスワードを入力し、「ログイ
ン」をクリック
※ログイン後、最初に処理を行う場合のみ



３－２．ケアプランデータを送信する場合（5/9）
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相手先事業所に送信したい第1,2,6,7表
のCSVファイルをドラッグ＆ドロップし、画
面に追加します。
なお、CSV以外のファイルを一括送信画

面から送信する場合は、本画面の右側
にある編集ボタンから個別画面を表示す
ることでアップロードすることが出来ます。

1

【一括送信画面】

ファイルの名前からシステムが自動で判別し、
送信先事業所名称を表示します。

一括送信画面から1度に送信できるのは、50
事業所分までとなります。

ケアプランを複数の介護事業所に送信する場合

事業所ユーザのユーザID（KJ から
始まる14 桁のID）とパスワードを入
力し、「ログイン」をクリック
※ログイン後、最初に処理を行う場
合のみ



３－２．ケアプランデータを送信する場合（6/9）
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（前ページからの続き）

3表等のPDFファイルを添付したい場

合は、編集したいデータの画面右部
の［編集］をクリックします

添付したい3表等のPDFファイルを

ドラッグ＆ドロップし、画面に追加
します。

2

3

「メッセージ」欄に相手先事業
所に伝えたい内容を入力する
ことができます。

4
送信可能な添付ファイルはcsv、pdf、
jpeg、jpg、png、gif、txtとなります。
1件の送信につき10MBまで送付可能
です。



３－２．ケアプランデータを送信する場合（7/9）
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（前ページからの続き）

［一括送信］をクリックし、送信先事業所に送
信します。

5

送信中の画面が表示され、送信状況
が更新されます



３－２．ケアプランデータを送信する場合（8/9）
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（前ページからの続き）

送信が完了したら「OK」をクリックし
ます。

【一括送信画面】

【送信確認画面】

6

送信成功したデータは一覧から削除され、送
信中断・送信失敗となったデータは一覧に残
ります。



３－２．ケアプランデータを送信する場合（9/9）
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送信済みデータを確認できる

日付部分をクリックすると詳細画面を
表示できる

送信の状況を確認する場合



30

②介護ソフトにて予定を作成、予定の CSV ファイル出力

③予定の CSV ファイルを連携システムで送信 ④予定の CSV ファイルを連携システムで受信

⑤予定の CSV ファイルを介護ソフトに取り込み

⑥実績を入力、実績の CSV ファイル出力

⑦実績の CSV ファイルを連携システムで送信⑧実績の CSV ファイルを連携システムで受信

⑨実績の CSV ファイルを介護ソフトに取り込み、確認

居宅介護支援事業所での操作手順 介護サービス事業所での操作手順

①連携クライアントソフトにログイン ①連携クライアントソフトにログイン

⑩連携クライアントソフトからログアウト ⑩連携クライアントソフトからログアウト

３－３．ケアプランデータを受信する場合（1/3）

送信されたケアプランデータを受信します。



３－３．ケアプランデータを受信する場合（2/3）
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「更新」ボタンをクリックし、相手先事業所が
送信したケアプランデータ等を受信します。

1
2

新着のケアプランデータをご利用のPCにダウン

ロードするため、リンク（更新日時）をクリックし、
詳細画面にアクセスします。

なお、新着情報は薄い緑の背景色、ケアプラン
データをPCにダウンロードした情報は白い背景
色で表示します。

「データ取得」ボタンをクリックし、相手先
事業所から送信されたケアプランデータ
等をPCにダウンロードします。

ダウンロード先は表示される画面で任意
の場所を指定します。

５

データを取得できるのは、１受信につき
１回のみです。

データ取得状況が済の受信データに
関しては、以前ダウンロードをしたファ
イルを参照してください。

（注意）本システムでは、受信したケア
プランを印刷や修正をすることは出来
ません。

ケアプランデータを受信し、取得する場合



３－３．ケアプランデータを受信する場合（3/3）
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「データ取得」ボタンをクリックします。

ダウンロード先は表示される画面で
任意の場所を指定します。

ケアプランデータを複数取得する場合、一括で取得する場合

「一括取得」をクリックします。

ダウンロード先は表示される画面
で任意の場所を指定します。

【複数（１～5件）のデータを取得する場合】

2

【一括でデータを取得する場合】
ケアプランデータを、まだダウンロードしていない

全てのデータを取得する

取得したい受信データを、リンク（更
新日時）以外の箇所をクリックします。

1



第三部

システム導入・利用サポートについて

33



１．システム導入から利用開始までの流れ

34

ケアプランデータ連携システムの導入から利用開始までの流れを、「ケアプランデータ連携システム導入
フロー」としてまとめ、国民健康保険中央会HP及びヘルプデスクサポートサイトに掲載しています。



２．ヘルプデスクサポートサイトの全体概要

35

■ サポートサイトへのアクセス

・ 国民健康保険中央会のケアプランデータ連携システムにリンクされているWebサイトをクリック

・ または、 https://www.careplan-renkei-support.jp/ を入力します。

 ケアプランデータ連携システムに関する
最新のお知らせのご案内、説明資料や
説明動画、操作マニュアル等を掲載

 ほしい資料を見つけられない場合には、
サイト内検索機能にてキーワードからの
資料検索も可能

 常に最新版のよくあるご質問の掲載や、
チャットボットによる対話形式でご質問に
対する解決方法をご提供

 コールセンターでの電話対応と合わせて、
お問い合わせフォームからご質問内容を
受付け、後日メールにて回答を実施

 端末にインストールするクライアントアプリ
ケーションのダウンロードやシステム利用
申請へのリンクを掲載

【ヘルプデスクサポートサイト】



２－１．画面構成

２．ヘルプデスクサポートサイトの全体概要
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５．製品ダウンロード２．説明動画・説明資料１．お知らせ一覧 ４．お問い合わせ３．よくあるご質問

ケアプランデータ連携
システムに関する最新
のお知らせが一覧で表
示されます。



２－２．説明資料・サイト内検索

２．ヘルプデスクサポートサイトの全体概要
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２．説明動画・説明資料

動画視聴したいシーンから
見ることも可能です。

説明資料、操作マニュアルなどは
こちらから参照することができます。

（2023年5月15日改訂）

サイト内検索機能ボタンで
キーワードからの資料検索
することができます。

画面
スクロール



２－３．よくあるご質問・チャットボット

２．ヘルプデスクサポートサイトの全体概要
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３．よくあるご質問

+ボタンで質問に対する回答が
表示されます。

その他のよくある質問は
こちらをクリックします。



■ チャットボット機能

２．ヘルプデスクサポートサイトの全体概要
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サポート対応の時間外や電話混雑時は、単純なクリック操作で質問できるチャットボット機能もご利用ください。

[チャットで質問する]を
クリックすると、チャット
画面が表示されます。



２－４．お問い合わせ先

２．ヘルプデスクサポートサイトの全体概要
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【ご注意】

なお、ヘルプデスクからのメール回答に
対する返信はできません。
続けてお問い合わせされる方は、前回
のお問い合わせ番号を入力するように
お願いします。

４．お問い合わせ

必要項目をすべて入力して、
お問い合わせを送信します。



２－５．製品ダウンロード

２．ヘルプデスクサポートサイトの全体概要
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５．製品ダウンロード

システムの利用には、利用申請が
必要です。（別画面が開きます）

組織名称、10桁の事業所番号を
入力して、ケアプランデータ連携シス
テムのクライアントアプリケーションの
取得画面に進むことができます。



３．コールセンター対応
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■ ヘルプデスクへのお問い合わせ
介護事業所様からのさまざまなご質問やご要望に対応するために、ヘルプデスクを開設しております。
なお、ご質問内容について即答できない場合は、コールバックにて対応させていただきます。

稼働日 :月～金（土日祝日・年末年始（12/29～1/3）は休日）
電話受付時間 :9:00～17:00
受付電話番号 :0120-584-708 フリーダイヤル（通話無料）

ヘルプデスク（コールセンター）



４．よくあるご質問のご紹介 (1/2)
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1 Q ケアプラン連携システムを導入するにはどのような準備が必要ですか?

A
本システムを利用するには、標準仕様に対応した介護ソフトの導入、クライアントソフトのインストール、電子証明書イ
ンストール状況の確認、ライセンスの利用申請の4つが必要になります。
詳細は本サポートサイト内「お知らせ一覧」より、「ケアプランデータ連携システム導入フロー」をご参照ください。

2 Q 利用申請が完了しているか、どのように確認できますか?

A 利用申請サイトの「利用申請/更新」画面にて、「利用申請が正常に完了しております。」と表示されておりましたら、
既に利用申請が完了している状態です。

3 Q 事業所にある複数台のパソコンにインストールすることは可能でしょうか?
1事業所で複数のケアマネージャーがいる場合はどのように運用すればよいでしょうか。

A 1事業所1端末にインストールいただくクライアントソフトを共有してご利用いただく想定です。

4 Q 利用可能な電子証明書の種類はどのようなものがありますか?

A
本システムで利用可能な電子証明書は、介護保険証明書もしくは請求委任事業所用ケアプラン証明書の2種類
になります。
代理人証明書、障害総合支援証明書は本システムではご利用いただけません。

5 Q ケアプランデータ連携システム用の電子証明書の発行手数料は、現存の介護保険請求の電子証明書発行手数
料と同額になりますか?

A

現存の介護保険請求の電子証明書をお持ちの場合には、そのままご利用いただき、ケアプランデータ連携システム用
の電子証明書の発行をしていただく必要はありません。
また、現存の電子証明書をお持ちでない場合は、ケアプランデータ連携システム用の電子証明書の発行は必要です
が、発行手数料は無料となります。
電子証明書の利用申請は以下の専用サイトで申請可能です。
＞電子請求受付システム総合窓口



４．よくあるご質問のご紹介 (2/2)
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6 Q 居宅サービス計画1表及び2表、利用補足情報をセットで送信を試みると、送信に失敗します。

A 送受信の失敗はエラーメッセージにより、様々な要因が考えられます。
詳細は「エラー関連FAQ」をご参照ください。

7 Q ケアプランデータ連携システムの料金について教えてください。

A

利用申請が完了した日を起点として1年間有効のライセンス料金が1事業所番号ごとに年間21,000円（消費税
込み）となります。1年ごとに更新申請いただく必要があります。
電子請求の証明書発行手数料と同様、国保連合会に請求する介護給付費からの差引となりますが、請求書送
付による口座振り込みにも対応いたします。請求書送付による口座振り込みを希望する場合、所在地の国保連合
会にお問い合わせください。

8 Q データを送信する場合は個別の事業所宛にそれぞれ送信しますか。それとも一括で自動的に振り分ける機能があり
ますか。

A

一括送信機能では、複数事業所のケアプラン（1,2,6,7,表のCSVファイル）を一括でアップロードすることで事業
所ごとに自動で振り分けることができます。
振り分け後、事業所ごとに3表等のPDFファイルの添付やメッセージの入力をすることも可能です。通常の送信機能
では、個別の事業所宛にそれぞれ送信することも可能です。

9 Q 介護予防給付や事業費を計画する地域包括支援センターは居宅介護支援事業所とは異なるため、対象外と考え
てよいのでしょうか?

A

地域包括支援センターにおいても介護サービス事業所とケアプラン等のやりとりが発生することから、様式等が標準仕
様に則っている限りは、当システムの対象となる想定でおります。ただし、居宅介護支援事業所に委託している場合
については、対象外となります。
詳細は本サポートサイト内「お知らせ一覧」より、「ケアプランデータ連携システム導入フロー」をご参照ください。

ヘルプデスクサポートサイトには、上記以外のQ＆A及びエラー関連のQ＆Aを掲載しています。
合わせてご参照ください。


